
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１２５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年４月２６日 １７時０５分ごろ 

発生場所 広島県東広島市安芸津港 

 安芸津港防波堤灯台から真方位２５７°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.８′ 東経１３２°４８.８′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第十一あき丸、１９トン 

   ２７３－８４０５広島、ＳＡマリン有限会社 

Ｂ 台船 ＯＵ－１０６、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷、プロペラ翼に曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、安芸津港の造船所岸壁におい

て、揚げ荷を終えたＢ船をえい
．．

航して離岸作業中、平成２４年４月２

６日１７時０５分ごろ造船所岸壁付近の浅所に乗り揚げた。 

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ａ船は、安芸津港の造船所岸壁付近において、Ｂ船をえい
．．

航して離

岸作業中、同岸壁付近の浅所に乗り揚げたものと考えられるが、船長

Ａから情報が十分に得られなかったため、乗揚に至った状況を明らか

にすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が、安芸津港の造船所岸壁付近において、Ｂ船をえ
．

い
．
航して離岸作業中、同岸壁付近の浅所に乗り揚げたことにより発生

したものと考えられる。 

 


